
徳島県国土強靱化地域計画の概要

●地域強靱化の推進方針

●計画の推進と見直し
○地域計画を推進し、強靱な県土づくりのため、推進エンジンとして「命を守るための大規模災害対策基金」を創設

○計画の進捗管理及び見直しを適切に行うための体制を整備し、ＰＤＣＡサイクルを繰り返し行い改善を重ねる

●住宅・建築物の耐震化の促進

・木造住宅の耐震化率 約７７％（Ｈ２５：暫定）→１００％（Ｈ３２）

・民間建築物等の耐震化促進（補助制度創設）

１０市町（Ｈ２５）→１５市町（Ｈ３０）

●津波避難路・避難場所の整備

・がけ地の保全に合わせた避難場所等の整備

２９箇所（Ｈ２５）→６０箇所（Ｈ３０）

●LED蓄電型照明灯の整備促進

●長安口ダムの改造事業の促進

工事施工中（Ｈ２５）→完成（Ｈ３０）

●海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進

８箇所（Ｈ２５）→２１箇所（Ｈ３０）

●吉野川・那賀川・旧吉野川の洪水対策の促進

・吉野川脇町第一地区の整備

工事施工中（Ｈ２５）→完成（Ｈ２８）

●土砂災害対策及び森林整備の推進

・土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設及び

避難所の施設数 ２６９施設（Ｈ２５）→３０５施設（Ｈ３０）

●中山間地域における不感エリアの解消

●公共既存施設等の特長を活かした「快適な避難所」の確保

○ＦＣＰ（家族継続計画）推進運動や

災害遺産の伝承等を活用した防災啓発

○タイムラインの策定による事前防災力の強化

・タイムラインを策定した市町村数

０市町村（Ｈ２５）→２４市町村（Ｈ３０）

○津波避難意識の向上及び避難訓練の実施

○土砂法による基礎調査結果の公表

３３％（Ｈ２５）→１００％（Ｈ２８）

○災害時要援護者対策の促進

・避難行動要支援者名簿作成市町村数

０市町村（Ｈ２５）→２４市町村（Ｈ３０）

①すべての人命を守る

●救援物資等の輸送確保対策

・四国横断自動車道・阿南安芸自動車道の整備促進

・徳島小松島港沖洲（外）地区複合一貫輸送ターミナルの整備

工事施工中（Ｈ２５）→供用（Ｈ２７）

・緊急輸送道路等の整備、橋梁の耐震化や無電柱化

橋梁耐震化率 ７８％（Ｈ２５）→８６％（Ｈ３０）

●孤立化防止のための緊急輸送道路等の斜面対策及び

大雪による倒木を防ぐ事前伐採の推進

・緊急輸送道路の斜面対策の整備済箇所数

１３８箇所（Ｈ２５）→１６３箇所（Ｈ３０）

②救助・救急、医療活動等が迅速に行われる

●庁舎等の耐震化・機能強化

●防災拠点等に太陽光パネルや蓄電池を設置

２１箇所（Ｈ２５）→１００箇所（Ｈ３０）

○市町村ＢＣＰの策定を促進

・市町村ＢＣＰ策定数

５市町村（Ｈ２５）→２４市町村（Ｈ２７）

○関西広域連合や鳥取県とのカウンターパートなど

広域的な連携や隣県との連携により、行政機能を確保

③必要不可欠な行政機能の確保

●ダム管理施設の改良促進

・県管理ダムの施設改良箇所数

（対象全４ダム）

１箇所（Ｈ２５）→３箇所（H３０）

○森林の適正管理と保全の推進

・森林整備面積

４，５３４ha（H２５）→２７，０００ha（H３０)

・徳島県版保安林指定面積

０ha（Ｈ２５）→２５０ha（Ｈ３０）

○県産材の利用促進

・県産材の生産量

２９２，０００m3（Ｈ２５）→４２０，０００m3（Ｈ３０)

⑦制御不能な二次災害を発生させない

●四国横断自動車道・阿南安芸自動車道のミッシングリンク

の早期解消に向けた取組みの加速

・四国横断自動車道（徳島JCT～徳島東間）

調査設計中（Ｈ２５）→供用（Ｈ３１）

・四国横断自動車道（徳島東～阿南間）

用地買収、工事施工中（Ｈ２５）→工事促進中（Ｈ３０）

・阿南安芸自動車道（海部道路）
調査中（Ｈ２５）牟岐～県境間（計画段階評価実施中）

→事業促進中（Ｈ３０）

●工業用水道施設の耐震化・老朽化対策の推進

⑥ライフライン等の確保・早期復旧

●国営総合農地防災事業の推進

・基幹用水路の整備延長 ６６ｋｍ（Ｈ２５）→７３ｋｍ（Ｈ３０）

○企業ＢＣＰの策定の取組を促進

・ＢＣＰ認定企業数

０企業（Ｈ２５）→１５企業（Ｈ３０）

○津波被害からの円滑な営農再開に

向けた農業版ＢＣＰの実効性の向上

⑤経済活動を機能不全に陥らせない

●総合情報通信ネットワークの整備により、災害時に

おける関係機関間の通信を確保

○ソーラー型充電器、

衛星携帯電話等の整備促進

○漁業無線による情報通信体制の強化

④ 必要不可欠な情報通信機能は確保する

○ネット通販事業者等との協定による

避難所への物資供給体制の確立

○食料や水の備蓄の促進

○県産食材を用いた「防災備蓄食品」を開発

○災害医療を担う人材の養成

・ＤＭＡＴの養成数

２１チーム（Ｈ２５）→２７チーム（Ｈ３０）

・ＤＰＡＴの養成数

０チーム（Ｈ２５）→１９チーム（Ｈ３０）

・災害時コーディネーターの養成と適切な配置

○「災害救助犬」育成プロジェクトの推進

●施策の重点化
３９のプログラムについては、本県が直面するリスクを踏まえて、「人命の保護」を最優先として、「４つの基本目標に対す

る効果や効率性」、「事態が回避されなかった場合の影響の大きさ、緊急度」、「国の基本計画との一体性」等を考慮し、１３

の重点化すべきプログラムを選定した。

●横断的分野の推進方針

大規模自然災害が発生しても、｢致命的な被害を負わない強さ｣と｢速やかに回復するしなやかさ｣を持った「県土の強靱化」を推進

するための計画 （※ 国土強靱化基本法第13条で規定）

・ ハードとソフト対策の適切な組合せ ・ 自助、共助、公助の適切な組合せ ・ 国、地方公共団体、住民、民間企業等の連携

●徳島県国土強靱化地域計画とは

○計画策定の視点

平成３０年度（その後は、概ね５年ごとに見直しを行う）●推進期間

●想定リスク ○南海トラフ地震や直下型地震 ○大規模な水害や土砂災害 ○豪雪災害 ○複合災害

① 人命の保護 ②重要な機能の維持 ③被害の最小化 ④ 迅速な復旧・復興●基本目標

リスクコミュニケーション分野

○防災生涯学習の展開

○リスクコミュニケーションを企画運営する人材の育成

○県立高校における防災クラブの設置

・「防災クラブ」を設置する県立高校数

１５校（Ｈ２５）→全校（Ｈ２７）

長寿命化対策分野

○「公共施設等総合管理計画」に基づく、老朽

施設の戦略的な長寿命化の実行、各施設

類型毎の個別施設計画を整備
・「全ての施設類型（１７類型）毎の

個別施設計画」策定（H３１）

腐食

過疎対策分野

○デジタル簡易無線等による通信手段の確保
○集落の維持活性化など生活に密着したソフト対策推進

○サテライトオフィスの誘致による地域の活

性化とそれに伴う移住者の協力による地

域防災力の向上

研究開発分野

総合地図提供システム

○仮設住宅への利用など防災に役立つ

県産木材の活用方法研究

○G空間プロジェクトによる災害情報の

地図上での可視化

○重要港湾（２港）のBCP策定推進

・１港（Ｈ２５)→２港（Ｈ２７）

○海上交通管制の一元管理、航路啓開計画の策定等の

耐災害性を高める取組の推進

●公共土木施設等の老朽化対策の推進

●「リダンダンシーの確保」等に資する

「四国新幹線」の整備を推進

・シンポジウム開催（Ｈ２６）→継続して実施

○県及び市町村において、「災害廃棄物

処理計画」の策定を推進

・「災害廃棄物処理計画」策定市町村数

０市町村（Ｈ２５）→２４市町村（Ｈ２８）

○地籍調査の推進

・地籍調査進捗率 ３１．８％（Ｈ２５）→３７％（Ｈ３０）

⑧地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備

（※●はハード対策、○はソフト対策）

資料２


